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３ 引受計画と実施方策 

 

ア  農作物共済 

 ①  石川県及び県内各農業活性化協議会と連携し、一体化用紙（水稲生産実施計画及び

作付面積確認依頼書兼水稲共済加入申込書兼変更届出書）の回収に努め、有資格農家

を把握し適正な引受を行う。 

 ②  すべての有資格農家に農作物共済制度の内容と必要性の説明を行い、無保険者を発

生させないよう加入推進に努める。特に、任意加入制となった令和元年産以降に未加

入となった農家及び収入保険未継続農家には移植期前までに再加入を促す。 

 ③  水稲においては、JA等へ乾燥調製作業を全量依頼している農家、又は税申告者で収

穫量が把握できる帳簿を保管している農家には全相殺方式を、同方式に加入できない

農家には半相殺方式を推進する。麦においては、JA等へ乾燥調製作業を、おおむね全

量依頼している農家には災害収入共済方式を、同方式に加入できない農家には半相殺

方式への加入を推進する。また、すべての方式に一筆半損特約の付加を推進する。 

 ④  全相殺方式は、青色申告書等調査及び白色申告関係書類や過去の収穫量等が確認で

きる関係書類、現地確認により、適正な引受を行う。 

 ⑤  水稲の品質方式、麦の災害収入共済方式は、青色申告書等調査や過去の収穫量等が

確認できる関係書類、現地確認により、適正な引受を行う。 

 ⑥  飼料用米・米粉用米の引受は、関係機関と連携し作付状況を把握するとともに、飼

料用米には係数を用いて基準単収の設定を行い、引受の適正化に努める。 

 ⑦  麦については、経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金の面積払（営農継続支

払）は当年産の収入に含まれるため、共済金が調整される場合があることを交付対象

農家に十分説明して引受を行う。 

 ⑧  共済掛金については、国のガイドラインに従い危険段階別共済掛金率を設定し、掛

金負担の公平性を図る。 

 ⑨  共通申請サービスを活用したオンライン申請を推進する。 

 

イ  家畜共済 

 ①  補償の充実を図るため、農家ごとの事故実績を提示し、死亡廃用共済は低付保割合

農家に対する最高補償割合への引上げ、疾病傷害共済は適正な最高補償共済金額への

選択を促し、死亡廃用共済と疾病傷害共済を一体とした加入推進を行う。 

 ②  年間の飼養頭数等の計画を十分に把握し、組合員の飼養状況の帳簿への記録と、牛

トレーサビリティへの速やかな登録を指導することで適正な引受を図る。 

 ③  加入率が低い肉用牛等及び豚の多頭飼養未加入農家の解消のため、経営実態に応じ

た補償内容となる事故除外引受方式での加入を提案し、引受拡大に努める。また、有

資格頭数調査により把握した未加入農家へは制度の説明を十分行い加入意思を確認す

る。 

 ④  家畜診療所の経営の安定化のため、診療シェアの拡大及び診療収入の増加を図り効

率的な診療所運営に努める。 

 ⑤  共済掛金については、国のガイドラインに従い危険段階別共済掛金率を設定し、掛

金負担の公平性を図る。 

 ⑥  制度改正に伴い上昇する共済掛金について、組合員に適切な説明を行い、制度理解

を得られるように努める。 

 ⑦  共通申請サービスを活用したオンライン申請を推進する。 

 

ウ  果樹共済 

 ①  関係機関との連携を密にして、有資格農家の把握に努める。また、生産者団体及び

関係機関の協力のもと各種会議に参加するとともに、組合主催の加入推進会議を開催
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し制度普及に努める。 

 ②  すべての有資格農家に果樹共済の説明を行い、無保険者を発生させないよう加入推

進に努める。 

 ③  農家ニーズに沿った引受方式を最高の補償が受けられる内容で推進する。 

 ④  共同選果場等へ、おおむね全量を出荷している農家には全相殺方式を、同方式に加

入できない農家には半相殺方式を推進する。 

 ⑤  全相殺方式による引受については、加入要件に応じた青色申告書等調査及び白色申

告関係書類調査や過去の出荷データの把握と現地確認を行い、標準収穫量の適正な設

定を行う。 

 ⑥  標準収穫量の設定については、現地調査により園地台帳を整備し、引受要綱に基づ

き、過去の損害評価データ等の検討により適正な設定を行う。 

 ⑦  共済掛金については、国のガイドラインに従い危険段階別共済掛金率を設定し、掛

金負担の公平性を図る。 

 ⑧  共通申請サービスを活用したオンライン申請を推進する。 

 

エ  畑作物共済 

 ①  関係機関との連携を密にし、有資格農家の把握に努める。 

 ②  すべての有資格農家に畑作物共済の説明を行い、無保険者を発生させないよう加入

推進に努める。 

 ③  生産者団体及び関係機関との連絡を密にし、担い手及び集落営農組織の情報を正確

に把握し、各種交付金の対象となる作付面積等と整合性をとり、適正な引受に努める。 

 ④  農家ニーズに沿った引受方式を最高の補償が受けられる内容で推進する。 

 ⑤  ＪＡ等へ乾燥調製作業を、おおむね全量依頼している農家には全相殺方式を、同方

式に加入できない農家には半相殺方式を推進する。 

 ⑥  基準収穫量の設定は、半相殺方式では耕地の実態等に沿って行い、全相殺方式では、

過去の出荷資料等や青色申告書等調査及び白色申告関係書類調査に基づき適正な設定

を行う。 

 ⑦  経営所得安定対策の畑作物の直接支払交付金の面積払（営農継続支払）は当年産の

収入に含まれるため、共済金が調整される場合があることを交付対象農家に十分説明

して引受を行う。 

 ⑧  共済掛金については、国のガイドラインに従い危険段階別共済掛金率を設定し、掛

金負担の公平性を図る。 

 ⑨  共通申請サービスを活用したオンライン申請を推進する。 

 

オ  園芸施設共済 

 ①  関係機関が主催する各種会議に積極的に参加することで、有資格データを整理し共

済資源の適正把握を行う。 

 ②  制度改正により、さらなる補償の充実や掛金等の割引となった事を農家に周知し、

引受の拡大と補償の充実に努める。特に有資格調査を徹底し、新規就農者、他保険契

約満了者、クロスコンプライアンス利用者の完全引受及び水稲育苗ハウスの加入推進

を重点的に行う。 

 ③  災害に強い施設園芸づくりに関する協定書の締結を推し進め、集団加入を推進する。 

 ④  施設ごとの状況に応じ、撤去費用特約、復旧費用特約、付保割合追加特約の付帯に

よる補償の拡充を図る。 

 ⑤  通年被覆でない場合は、被覆開始日・被覆期間及び材質の変更の確認を徹底する。 

 ⑥  未加入農家には近年の被害例と農家の形態に沿った複数の加入プランを提示し、以

前より拡充された内容を周知徹底する。 

 ⑦  共済掛金については、国のガイドラインに従い危険段階別共済掛金率を設定し、掛
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金負担の公平性を図る。 

 ⑧  共通申請サービスを活用したオンライン申請を推進する。 

 

カ  任意共済 

 ①  加入者からの補償ニーズが強い建物総合共済への転換を積極的に行うとともに、建

物総合共済の共済金額の増額及び建物火災共済とのセットでの満額加入推進を図る。 

 ②  自動継続特約を活用し計画的かつ効率的な推進及び継続引受に積極的に取り組む。 

 ③  補償の拡充に向け、農家に付属建物、家具類の補償額の提示、臨時費用担保特約と

小損害実損塡補特約の付帯及び共済金額の増額を勧める。 

 ④  未加入農業従事者への新規加入推進と継続引受を確保する。 

 ⑤  収入保険、水稲全相殺方式、園芸施設共済推進に合わせて建物共済の制度説明を徹

底し、新規加入農家の獲得に努める。 

 ⑥  加入資格審査の徹底を図るとともに、契約者に対する約款及び重要事項の説明を徹

底し、適正な引受に努める。 

 ⑦  農機具共済については、法人及び大規模農家の所有するトラクタ、田植機、コンバ

インの主要三機種の加入推進を積極的に行うとともに、農業用ドローンについては、

補償内容及び免責規定などを農家に十分説明し加入推進に努める。 

 ⑧  共済金額限度額の引上げに伴い適切な共済価額の把握を行い、共済金額の増額等満

額推進を図る。また、補償の拡充に向け、臨時費用担保特約の付帯を勧める。 

 ⑨  収入保険、水稲全相殺方式、園芸施設共済推進に合わせて農機具共済の制度説明を

徹底し、新規加入農家の獲得に努める。 

 

キ  収入保険 

 ①  石川県収入保険推進協議会の加入推進方針に基づき、青色申告実施農家の全戸訪問

を実施する。さらに、確定申告の状況の確認ができていない農家については、早期に

農家訪問を実施し青色申告の実施の有無を確認し、未実施農家に対して青色申告と収

入保険のメリットを説明し青色申告の実施を勧める。 

 ②  農家ニーズに合わせて、保険方式の補償の下限を選択できる提案をする。また、基

準収入の特例措置やつなぎ融資など農家にとって有利となる情報を積極的に説明する

ことで加入の拡大に繋げる。さらに、類似制度と選択となる農家については、各制度

の特色を比較検討できる説明を行い推進に努める。 

 ③  自動継続特約と農林水産省共通申請サービスの利用での割引で農家の支出軽減と事

務の簡素化に努める。 

 ④  ＪＡ等の生産部会等に対し、制度内容の説明会を開催。さらに、農林水産省共通申

請サービスを利用したインターネット申請と税申告関係書類の記帳方法等の説明会を

行う。また、個別の農業者等に対し同様に説明を行うが、必要があれば税理士等の協

力を得て記帳サポートを行う。 

 ⑤  地方公共団体の補助対象者に対し、補助金を活用することで保険料等の負担を軽減

できることを提案し加入拡大を図る。 

 

 

４ 損害評価の適正化方策 

 

ア  農作物共済 

 ①   損害評価にあたっては、適切な被害申告がされるよう周知徹底を図り、迅速な損害

評価及び共済金の早期支払に努める。 

 ②  半相殺方式においては、被害状況に応じた評価地区の設定を行い、農家申告抜取調

査を行う。抜取調査については実測調査を主体として適正評価に努める。 
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 ③  全相殺方式・品質方式及び災害収入共済方式においては、施設計量全数調査・出荷

数量等調査及び共済事故確認調査により、適正な評価に努める。また、税申告関係書

類により収穫量を把握した農家は、青色申告書等調査及び白色申告関係書類調査によ

り適正な評価に努める。 

 ④  損害評価の適正化を図るため、農家の肥培管理状況等を的確に把握し、適切な分割

評価を行う。また、被害申告を行った組合員には、損害評価の結果を通知する。 

 

イ  家畜共済 

 ①  農場の譲受け、畜舎の増築等、養畜の業務規模の著しい変更に伴い共済目的たる家

畜の増減がある場合、組合への異動通知を徹底させる。 

 ②  基準額算定のための基準単価は、毎年農林水産省より公表される資料等に基づき見

直しを行い、適正な損害額の算出を行う。また、事故発生時に提出された買受証明書

の枝肉重量確認のため、食肉流通センター（と畜場）で調査を行う。 

 ③  使用薬剤については、薬価基準表未掲載の医薬品が診療点数に算入されないよう、

複数人によるチェックを実施し、不適切請求の未然防止に努める。また、診療獣医師

協議会において診療獣医師に対し請求上の注意事項を周知徹底する。 

 ④  「診療所運営規則」に基づき、業務日誌と診療簿等の突合により、診療所獣医師の

業務内容の整合性を検証する。また、農家が保管している診療薬記録指示書等正本と

診療所保管の同副本との突合を行い、事務処理の検証を行う。 

 

ウ  果樹共済 

 ①  損害評価にあたっては、適切な被害申告がされるよう周知徹底を図り、迅速な損害

評価及び共済金の早期支払に努める。 

 ②  生産者団体及び関係機関との情報交換や現地見回り調査により、被害状況を把握し、

迅速・適正な評価に努める。 

 ③  半相殺減収総合方式の評価については、農家申告抜取調査により実施することから、

農家からの見込収穫量の申告については、収穫果と調整果を適切に申告するよう説明

する。全相殺方式の損害評価については、出荷数量等調査及び共済事故確認調査を徹

底し被害状況及び管理状況の把握に努めるとともに、関係機関と連携し迅速かつ適正

に出荷データを収集する。また、税申告関係書類により収穫量を把握した農家は、青

色申告書等調査及び白色申告関係書類調査により適正な評価に努める。 

 ④  基準収穫量の設定については、園地調査を行い「損害評価要綱」に基づき適正な設

定を行う。 

 ⑤  損害評価の適正化を図るため、農家の肥培管理状況等を的確に把握し、適切な分割

評価を行う。また、被害申告を行った組合員には、損害評価の結果を通知する。 

 

エ  畑作物共済 

 ①  損害評価にあたっては、適切な被害申告がされるよう周知徹底を図り、迅速な損害

評価及び共済金の早期支払いに努める。 

 ②  半相殺方式においては、被害状況に応じた評価地区の設定を行い、抜取調査につい

ては実測調査を主体として適正評価に努める。 

 ③  全相殺方式においては、出荷数量等調査及び共済事故確認調査を徹底し、生育及び

被害状況の把握に努めるとともに、関係機関と連携し迅速かつ適正に出荷データを収

集する。また、税申告関係書類により収穫量を把握した農家は、青色申告書等調査及

び白色申告関係書類調査により適正な評価に努める。 

 ④  損害評価の適正化を図るため、肥培管理状況等を的確に把握し、適切な分割評価を

行う。また、被害申告を行った組合員には、損害評価の結果を通知する。 
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オ  園芸施設共済 

 ①  特定園芸施設の評価時に被害展開図及び被害写真を記録する。附帯施設・撤去費用・

復旧費用は見積書を精査する。施設内農作物は栽培状況を的確に把握し、実態及び要

領に基づいた適正な損害評価を行う。 

 ②  施設内農作物に係る損害評価のため、損害程度割合の基準及び病虫害の分割割合を

周知徹底する。 

 ③  損害評価講習会を開催し、損害評価に関する知識の向上を図る。 

 

カ  任意共済 

 ①  事故発生時には加入者から迅速な報告を求め、事故の原因及び罹災状況の確実な把

握に努めるとともに、修理見積書等の請求関係書類の早期提出を求め、適正な事務処

理を徹底する。また、必要に応じて外部機関の鑑定評価を活用する。 

 ②  建物共済に係る重複契約の支払方法については、分担するＪＡ及び損害保険会社等

との間で円滑な情報交換を図り、事務処理の適正化に努める。 

 ③  地震等自然災害による大規模災害が発生した場合に備え、損害評価体制の構築及び

評価技術の向上に努める。 

 ④  耐用年数を経過した農機具においては、共済事故と自然消耗等による損害について

十分な調査を行い、適正な損害評価を行う。 

 ⑤  建物共済損害評価システムを活用し、効率のよい損害評価事務を行う。 

 

キ  共済金の仮渡し 

  農作物共済、果樹共済及び畑作物共済において、自然災害等により被災された組合

員に対し、収穫期に至らなくても被害が判然としているときは共済金早期支払のため

仮渡しを実施する。また、集出荷を過ぎても一部加入者のデータ入手時期遅延により

全体の損害評価結果が確定しないときも共済金の仮渡しを実施する。 

 

ク  収入保険 

 ① 対象農産物等の種類ごとの農業収入金額が保険期間の見込農業収入金額の9割を下

回ることが見込まれる場合は（収穫量若しくは出荷量の減少又は品質の低下に限る）

「事故発生通知書」の提出を徹底する。また、組合では、事故発生受付簿の整備を行

う。 

 ② 農業日誌については、対象農産物の種類等ごとに作付け、施肥、防除、収穫等の作

業をした年月日、内容を必ず記帳するよう指導する。 

 

５ 損害防止事業の実施計画 

 

ア  農作物共済 

 ①   適期・適切な防除を普及徹底させるため、病害虫等の発生予察情報を把握するとと

もに、関係機関と連携し、ＮＯＳＡＩ部長及び組合員に情報を提供する。 

 ②   水稲共済加入者の鳥獣害等による被害を未然に防止し、地域の生産活動の安定に資

することを目的に設置された協議会に対し、その損害防止等に要する経費の一部を助

成する。 

 ③  水稲及び麦の安定生産と病害虫の未然防止のため、防除機器購入に要する経費の一

部を助成する。 

 

イ  家畜共済 

 ①  特定損害防止事業は繁殖障害、乳房炎及び牛伝染性リンパ腫を対象に実施し、事業
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の安定と事故低減並びに組合員の負担低減を図る。 

 ②  栄養障害防止事業、家畜衛生管理事業、多発疾病発生防止事業を柱とする一般損害

防止事業を計画的に実施し、事業の安定と事故低減に努める。 

 ③  家畜共済事業の健全な運営を図るため、損害防止として加入農家が実施した削蹄に

対し経費の一部を助成する。 

 

ウ  果樹共済 

 ①  通常すべき管理の周知と、関係機関との連携を強化し病害虫等の発生予察等の情報

を組合員に提供し、適切な損害防止を支援する。 

 ②  果樹の安定生産と病虫害の未然防止のため、防除機器購入に要する経費の一部を助

成する。 

 

エ  畑作物共済 

  大豆の安定生産と病害虫の未然防止のため、防除機器購入に要する経費の一部を助

成する。 

 

オ  園芸施設共済 

  適時、的確な損害防止を実施するため、損害防止用資材の配布及びオオタバコガの

発生予察調査を行う。 

   

カ  気象情報の提供 

  ＮＯＳＡＩ独自の気象観測機器を県内に設置し、気温・葉濡れ・雨量・風速・土壌

水分・日照の観測データをもとに、いもち病の発生予想や積算温度による刈取り適期

等の情報を、組合ホームページを通じ農家向けに提供する。 

また、観測データを農林総合事務所等関係機関へタイムリーに提供し損害防止に活

用する。 

 

６ 執行体制の整備 

 

ア  理事会 

 ①  農業保険制度の適正な運営と、効率的かつ適正な組合運営に万全を期するため、理

事は14人とし、組合長理事１人、副組合長理事１人、専務理事１人を置き、定款及び

「理事会運営規則」に基づき、定例の四半期ごとの理事会開催のほか、必要に応じて

随時開催する。 

 ② リスク管理に対応し、健全かつ適切な業務運営の継続を確保する。 

   

イ  監事会 

  業務の適正を期するため、監事は３人とし、代表監事１人を置き、定款及び「監事

監査規則」に基づき、定例の監事会を開催し定時監査を行うほか、必要に応じて臨時

監査を行う。 

   

ウ  余裕金運用管理委員会 

 ①  余裕金運用管理委員会を、「設置要領」及び「経理規則」に基づき、四半期ごとに

１回開催するほか、必要に応じて随時開催する。 

 ② 「余裕金運用の基本方針」、資金運用計画等を審議して意見を求め、安全で効率的

な運用を行い、適正な資産の保全に努める。 
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エ  教育研修基金運用委員会 

 ①  「石川県農業共済教育研修基金設置要領」に基づき、基金の造成、管理、運用収益

及び教育研修に関する重要事項について調査審議し、農業保険法の健全運営と組合の

運営基盤の強化を担う人材の育成と確保に努める。 

 ②  教育研修基金の効率的な運用に努め、その運用収益をもって各種教育研修会の開催

と中央研修会への参加等を行い、組織運営基盤の核となる人材育成を図る。 

   

オ  事務執行体制の方針 

 ①  参事統括の下、管理職の責任体制を明確にするとともに、適材適所への職員配置に

より、事業の円滑な運営と事務能率の向上・合理化に努める。 

 ②  人員構成及び職員の採用等に関しては、将来的な業務収支や事業量を踏まえて所要

人員を確保していくとともに、グループ制を活用し、職員数の減少に合わせた効率的

な事務執行に努める。 

 ③  「農業共済団体の経理処理要領」や「経理規則」の内容に基づいた適正な会計処理

を行う。 

 ④  あらゆる機会を捉えて、担当業務に係る基礎的事項を確認し、ヒューマンエラーの

発生防止に努める。 

 ⑤  事業、財務、経営に関する諸指標の分析により、的確な財務管理及び業務運営を図

る。また、県常例検査の指摘事項について、適切な改善方策を講ずる。 

 ⑥  不祥事件発生の要因を排除するため、共済掛金等の立替払いの禁止、現金納入者の

口座振替への移行に努める。また、組織の牽制機能を図るため、速やかな契約内容の

確認や人事ローテーション等の取り組みを確実に実践する。 

 ⑦  組合員からの信頼を確保し、説明責任を果たすため、個人情報の取り扱い、情報開

示、制度説明の徹底等を進める。 

 ⑧  保険法の規定等に沿い、契約時の告知事項及び期間中の通知事項等を含めた重要事

項の説明や、書面による交付を徹底する。 

 ⑨  基礎組織や組合員に対して、広報等を通じて制度及び損害防止情報の提供に努める。 

   

カ  「農業共済団体に対する監督指針」に沿った取組み 

  適正な業務の遂行を行うため、次の監督指針に沿った対応を確実に実践する。 

 ①  「内部検査実施要領」に基づき、事務処理状況の検証やその結果に基づく業務改善

の進捗管理を徹底する等、実効性のある内部検査を実践する。 

 ②  個人情報を適正に管理するため、個人情報管理手順書に沿って対応し、個人情報管

理表及び個人情報管理台帳による管理を行うとともに、内部検査等により検証する。

特に、特定個人情報について、「特定個人情報等取扱規程」に基づき、適正な取り扱

いを徹底する。 

 ③  「苦情処理要領」と苦情等対応票作成を職員に周知徹底し、要領に沿って対応する。 

 ④  「反社会的勢力への対応に関する基本方針」を周知徹底する。 

 ⑤  「高齢者に対する加入推進の基本方針」に基づき、適切な加入推進を行う。 

 ⑥  リスク発生を最小限に抑えるため、「リスク管理方針」及び規程等に基づき、各部

署で作成したコンプライアンス・リスク管理チェックリスト等を活用しながら、検証、

報告、分析、評価等を実践する。また、内部検査等により、リスク管理の対応状況を

検証する。 

 ⑦  指導通知が発出されたときには、管理職会議等により、内容を検証し対応策を立て

るとともに、職員に周知徹底する。 

 ⑧  将来にわたって安定した事業運営・組織運営が行えるよう、業務の合理化、効率化

の観点から実施体制の現況を分析し、業務収支の将来見通し等を作成し、中長期計画

を必要に応じて随時見直しを行う。 
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 ⑨  未実施品目及び未実施方式の共済事業実施について、農家に対してニーズ調査を実

施する。 

キ  コンプライアンス態勢の強化・実践 

  公共性の高いＮＯＳＡＩ団体への信頼を維持・確保するため、整備した体制の下、

コンプライアンス強化のための研修の反復実施、内部検査の実施等各種方策を、コン

プライアンス・プログラムに沿って実践する。 

 ①  コンプライアンス・プログラムに沿った進捗状況を常に検証し、成果の確認を行う

とともに、必要に応じてプログラムの修正を行う。 

 ②  各種研修会や会議等あらゆる機会を捉えて、役職員のコンプライアンス意識の高揚

を図る。 

 ③  各業務別の不祥事未然防止チェックリスト等により、日常的に個々の業務の精査を

行うとともに、内部検査を定期的に実施し、その結果に基づく業務改善と進捗管理を

徹底する。未然防止策の実践、公益通報処理の徹底に努める。 

 ④  コンプライアンス改善委員会を必要に応じて開催し、実態を踏まえた有効な方策に

ついて協議・研究するとともに、実践状況の検証・検討を行う。 

 ⑤  不祥事件が発生した場合は、「不祥事件対応要領」に従って事態の早期対応に努め

る。また、策定した再発防止策を確実に実践するとともに、進捗管理を行い不祥事件

再発の未然防止を図る。 

 ⑥ ６ コンプライアンス・リスク管理チェックリスト等により、日常的に個々の業務の精

査を行う。 

 ⑦  余裕金の運用にあたっては、「余裕金運用の基本方針」、「リスク管理方針」及び

「リスク管理規程」等に沿い、法令遵守はもとより安全かつ確実な運用・リスク管理

に努める。そのため、運用経験者で構成するワーキンググループにより、具体的な運

用策の研究・助言を行うとともに、余裕金運用管理委員会及び理事会への運用実績等

の報告を徹底するなど、牽制機能を付与・強化する。 

 ⑧  会計業務に関して、監査機能の強化並びに財務の適正化を図るため、公認会計士に

よる監査前検査を実施する。 

 ⑨  収入保険事業においては、加入者から青色申告書等の税務書類を提出させることか

ら、加入者の収支状況、所得等の経営内容について、秘密漏えいが発生しないよう管

理を徹底する。 

   

ク  広報活動の実施方策 

  制度の普及・啓蒙、農家に密着した事業の推進を目的として、積極的な広報活動を

展開するため、次の措置を講ずる。 

 ①  広報体制を整備し、的確・迅速な情報提供など多面的な広報活動の展開を図る。 

 ②  農業共済新聞については、全役職員の購読に努める。また、基礎組織構成員には、

有料による継続購読を依頼する。一般有料購読者については、推進時に拠点方式並び

に試し読みキャンペーンを利用して普及拡大に努める。 

 ③  広報紙は、年４回発行し、タイムリーで効果的な情報を発信する。 

 ④  組合員及び収入保険加入者に対する情報開示と説明責任を果たすため、広報紙やホ

ームページ等の広報手段を有効に活用する。 

 ⑤  「未来へつなぐ」サポート運動と連携するとともに、農政の展開方向に合わせた農

業保険制度の動きやＮＯＳＡＩ団体の運営内容を組合員及び収入保険加入者に適時・

的確に伝達するため、事業と一体となった広報活動を展開する。 

 ⑥  広報紙及びホームページ、Facebook等を通じて、広く農家に損害防止情報を提供し、

災害の未然防止に努める。 

 ⑦  口座振替による掛金徴収への移行や不祥事件防止対策の徹底のために広報紙やホー

ムページを積極的に活用する。 
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 ⑧  任意共済及び収入保険制度の推進のため、ラジオＣＭを利用し、制度の普及拡大を

図る。 

 ⑨  広報紙等を通して組合員に加入確認への理解を求める等、コンプライアンスに取り

組む姿勢を周知徹底する。 

 

ケ  事務機械化の推進 

  情報セキュリティと事業継続性を考慮した事務機械化の推進により、組織の基盤強化

に努める。今後予定されている農業保険システムのＷｅｂ化に向けて、機械化に精通し

た人材育成を行う。また、オプションシステムの改修などは必要最低限の修正とする。 
 
コ  「未来へつなぐ」サポート運動の推進 

  「未来へつなぐ」サポート運動については『安心をすべての農家に届けよう』の運

動目標達成に向けて「より身近に、より丁寧に、農家のもとへ」を役職員の行動スロ

ーガンに掲げ、具体的取り組みについて組織全体で実践する。農家の経営展開に即し

たセーフティネットの提供、推進体制の構築・整備、人材育成と役職員の資質向上、

事業運営基盤の強化、広報・広聴活動の強化を運動の推進課題として取り組む。 

   

サ  情報管理の徹底 

  個人情報保護法の趣旨に則り、「個人情報の保護に関する規則」及び情報セキュリ

ティポリシー等を遵守するとともに、情報管理を徹底し、保有する個人情報の保護と

漏洩防止に努める。また、特定個人情報の適正な取り扱いの確保について組織として

取り組む。 

 

シ  ＮＯＳＡＩ部長の設置及び職務 

  集落（又はこれに準ずる地区）より推薦された代表者をＮＯＳＡＩ部長に委嘱する。

委嘱人数は2,050人以内とし、水稲共済加入申込書兼変更届出書のとりまとめ、損害通

知の受理、任意（建物・農機具）共済等各農業共済事業の推進、その他広報紙の配布

等、日常の組合業務に関する事項について組合と組合員との連絡の任に当たる。 

また、職務の内容や農業保険事業を把握してもらうため、パンフレット等を配布し説

明する。必要に応じて、ＮＯＳＡＩ部長会を開催し事業推進等の有効な方策を協議す

る。 

 

ス  職制及び職員の配置計画 

 ①  職員を適材適所に配置し、円滑な運営と職務効率の向上・合理化に努め、業務繁忙

時には、他部署の協力体制のもと業務の円滑化を図る。また、定期的な人事ローテー

ションによりコンプライアンスの確保に努める。 

 ②  事務所として、本所及び奥能登支所を設置する。本所には、総務部（総務課、企画

広報課）、保険部（業務１課、業務２課、普及推進課、家畜診療所）、監理室、第1事

業部（加賀・能美グループ、小松グループ、白山・野々市グループ、金沢・河北グル

ープ）、第２事業部（羽咋グループ、七尾・鹿島グループ）を置く。また、奥能登支

所には第２事業部（奥能登グループ）を置く。県内を７グループに分け、グループ内

職員全員が協力して農業保険の普及推進に当たることで迅速・効率的な事務遂行と機

動的な体制をとり、損害防止・農家サービスの維持に努める。 

 ③  職制として参事、部長、室長、支所長を置く。課には課長、課長補佐、係長、係、

グループには、リーダー、サブリーダー、主査、係を置く。 
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セ  役職員研修等の体制及び計画 

  研修体系の充実を図るとともに、農家ニーズに対応できる人材育成を目的とした講

習会や研修会を開催する。また、県内外で開催される講習会や研修会で学んだことを

組織内で常に情報共有し、役職員の資質向上を図る。 

 ①  役員・幹部職員研修会 

役員・幹部職員を対象に、社会情勢や農政事情について見識を深めるとともに、事

業運営基盤の強化ほかコンプライアンス等についての研修会を行う。 

 ②  コンプライアンス講習会 

コンプライアンスに対する意識の高揚を図るため、職員全員を対象に講習会を開催

する。 

 ③  

 

各種講習会・研修会の開催 

各種講習会、研修会及び会議の機会を捉えて、コンプライアンスに関する研修項目

を加え、適正な業務運営と事務処理を行うよう反復研修を行う。 

各担当者会議等に合わせて担当業務に係る基礎的事項を確認する機会を設け、役職

員の資質向上とヒューマンエラーの発生防止に努める。 

収入保険制度推進に当たり、既存の類似制度との比較による制度理解に資するわか

りやすい説明が行える職員の育成を図る。 

 

〔参  考〕 

１.組合が開催する各種講習会・研修会 

講 習 会 ・ 研 修 会 名 対 象 者 

役 員 ・ 幹 部 職 員 研 修 会 役員・幹部職員 

消 費 税 イ ン ボ イ ス 研 修 会 

コ ン プ ラ イ ア ン ス 講 習 会 
全職員 

農 業 簿 記 研 修 会 該当職員 

広 報 技 術 研 修 会 広報担当者 

果 樹 共 済 損 害 評 価 現 地 講 習 会 果樹共済担当者 

畑 作 物 共 済 損 害 評 価 現 地 講 習 会 畑作物共済担当者 

園 芸 施 設 共 済 損 害 評 価 講 習 会 園芸施設共済担当者 

建物共済自然災害損害評価技術講習会 建物共済担当者 

農 機 具 共 済 損 害 評 価 技 術 講 習 会 農機具共済担当者 

農 業 保 険 事 業 講 習 会 全職員 

 

２.役職員を対象に県外で開催される講習会・研修会 

講 習 会 ・ 研 修 会 名 対 象 者 

Ｎ Ｏ Ｓ Ａ Ｉ 理 事 研 修 理事 

幹 部 職 員 研 修 会 部長クラス 

管 理 職 研 修 会 課長クラス 

管 理 職 養 成 研 修 会  課長補佐・係長クラス 

中 間 指 導 職 養 成 研 修 会  共済歴３～５年程度 

普 及 推 進 研 修 会 （ 実 践 コ ー ス ） 担当 

任 意 共 済 全 国 研 修 会  建物共済担当職員 

農 業 共 済 新 聞 全 国 研 修 会  参事及び広報担当職員 
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法 令 等 研 修 会  管理職候補職員 

農 作 物 共 済 研 修 会  農作物共済担当職員 

果 樹 共 済 研 修 会 果樹共済担当職員 

家 畜 共 済 研 修 会  家畜共済担当職員 

畑 作 物 共 済 研 修 会  畑作物共済担当職員 

園 芸 施 設 共 済 研 修 会  園芸施設共済担当職員 

建 物 共 済 専 門 講 習 会 建物共済担当職員 

建 物 共 済 損 害 評 価 技 術 研 修 会 建物共済担当職員 

収 入 保 険 専 門 研 修  収入保険担当職員 

保 険 外 交 員 研 修  担当職員 

収 入 保 険 担 当 者 会 議  収入保険担当職員 

広 報 技 術 研 修 会  広報担当職員 

 

ソ  団体の社会責任活動 

  地域社会の安全を確保し、農家との絆の強化に資するため、引き続きＮＯＳＡＩ団

体による「ふるさと見守り活動」に取り組む。日常業務を通じた防犯パトロールによ

り犯罪被害防止を啓発するとともに、本支所事務所を「こども110番の家」としての活

動を継続する。 

 

７ 予算統制の方策 

 

ア  事務費の支出統制 

 ①  事業の推進状況を勘案しながら予算執行計画に基づき、毎月末において予算差引簿

等により予算と実績を比較検討、差異の大きなものについてはその原因を究明し、厳

格な予算統制を図る。 

業務経費については、細部にわたり分析・検討するとともに、事務の効率化を図り、

経費節減に努める。 

 ②  事業奨励費については、費用対効果を常に検証し、必要性を十分検討する。 

 ③  事務費負担金の基礎となる職員の業務日誌については、当日記載を基本とし、本人

による確認と所属長による突合を休暇届、超過勤務時間、会議出席時間、出張命令簿、

複数職員の同一服務に係る整合性、公用車運転日誌等で確認し、速やかな精査を徹底

することにより、制度共済、任意共済、収入保険等の区分を明確にすることで適正な

執行を行う。 
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